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午前10時５分開議

○西岡勝成委員長 ただいまから、第７回水

俣病対策特別委員会を開催いたします。お忙

しい中に急遽お集まりをいただき、お礼を申

し上げます。

審議に入ります前に、10月18日に与党水俣

病問題に関するＰＴの会議が開催をされ、さ

らに、25日に自民党水俣問題小委員会、26日

に与党ＰＴの会議があり、いずれも私と前川

副委員長が出席をしてまいりました。なお、

25日には、別途公明党の水俣病問題小委員会

も開催をされております。

これらの会議の詳細につきましては、後ほ

ど執行部から説明を願いますが、概要につい

て私の方から御報告させていただきます。

18日の与党ＰＴにおいて、一時金について

は、救済の対象者を発症時期によって区別せ

ず、一律に救済するなどの方針が示されまし

た。

この方針に基づき、20日に園田座長が、芦

北の会及び出水の会の両団体と意見交換をさ

れました。

これらの結果を踏まえ、20日の与党ＰＴで

は、一時金の額を含めた救済策についての基

本的な考え方が了承されました。

今後、了承されました救済策に基づいて、

関係団体及び原因企業であるチッソ株式会社

との調整等が行われていくことになります。

本県といたしましては、今後、与党ＰＴや

国と連携をして、現在裁判を行っている団体

も含め、できるだけ多くの方々に新しい救済

策を御理解していただくという、大変困難な

役割を担うことになります。
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出席されておりました潮谷知事からも、地

元で努力をする覚悟について発言がなされま

したが、私からも、与党ＰＴへのお礼ととも

に、議会といたしましても頑張っていく旨を

述べたところでございます。

以上、御報告でございます。

それでは、与党ＰＴによる新たな救済策に

ついて、議題に入りたいと思います。執行部

から報告を受けた後、質疑を行いたいと思い

ます。

それでは、説明資料に基づき、谷﨑水俣病

保健課長に説明をお願いいたします。

○谷﨑水俣病保健課長 水俣病保健課の谷﨑

でございます。

委員長の方から今お話がありましたよう

に、今回の与党ＰＴによる新たな救済策を中

心に御報告をさせていただきます。

少々長くなりますので、着座のままで御説

明させていただくことをお許し願いたいと思

います。よろしくお願いします。

それでは、資料をお願いいたします。

１ページ目でございますが、前回の当委員

会、９月25日に開催されておりますので、そ

れ以降の主な経緯につきまして御報告をさせ

ていただきます。先ほども委員長の方からお

話をいただきましたことと重複することもあ

りますが、その点おわびいたします。

まず、１番の主な経緯についてでございま

、 、 、すが 10月18日 与党ＰＴが開催されまして

一時金については、一部の団体から、ランク

分けするもので反対であるとの声が出ており

ました特枠を設けることについて、それは設

けずに一律とするということで、一時金と手

当てを支給するという整理がなされたところ

でございます。

それから、10月20日に、与党ＰＴの座長で

あります園田先生の方から、芦北の会とそれ

から出水の会との話し合いを持っておられま

す。

10月25日、その話し合いの結果を受けまし

て、自民党及び公明党の各小委員会が開催さ

れておりまして、翌26日に、自民党、それか

ら公明党の与党プロジェクトによります会議

が開催をされまして、新たな水俣病被害者の

救済についての基本的な考え方が示されまし

、 。て その場で了承されたところでございます

２番のところでございますが、その概要に

つきまして申し上げさせていただきます。

まず、①で書いております基本的な考え方

でございますが、平成７年の政治解決の救済

策の対象者に準ずる者を救済するとの基本的

な考え方を堅持するということでございま

す。

次に、②の救済の対象者でございますが、

まず、現に四肢末梢優位の感覚障害を有する

者を対象に一律に救済するというものでござ

います。

２点目、一定の期日までになされた公健法

の認定申請をしている者及び保健手帳の交付

を受けている者のうち、救済を求める者の申

、 、し出に応じまして それらの方々の公的診断

これは平成７年当時で言いますと、国、県が

指定した医療機関あるいは医師によります診

断でございますが、この公的診断を行いまし

て、四肢末梢優位の感覚障害を有するという

ふうに判断された方々を対象とするというこ

とでございます。

それから、③の給付の内容でございますけ

れども、一時金を給付し、金額は150万円と

する、２点目、医療費等の自己負担分を給付

する、３点目、療養等に関する手当てを給付

し、月額１万円とするというものでございま

す。

次のページをお願いいたします。

考え方の④として、新たな救済策の実施に

伴う手帳制度の見直しということでございま

して、新たな救済策の実施に伴いまして、新

保健手帳の新たな受け付けを終了し、申請者

医療事業、これは認定申請をされておられる
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方々に対して、申請の一定期間後に医療費の

給付を行っておりますが、その事業につきま

しても、現在それらの医療給付を受けておら

れる方々にも配慮しつつ、制度全体の適正な

運用を行う観点から、必要な見直しを行うと

いうものでございます。

⑤として、新たな救済策の今後の取り運び

ということで、司法において係争中の者を含

め、救済を求めておられる方々の理解を最大

限得るように努めると。

そして、費用の負担についてでございます

が、原因企業でありますチッソ株式会社、新

潟の場合は昭和電工ということになります

が、の合意を求めていくとともに、国、県そ

れぞれの対応の具体化を求めていくこととす

るとされております。

内容は以上でございますけれども、詳細は

別紙でお手元に配付をいたしておりますの

で、ごらんをいただければと思います。これ

は、先般、与党プロジェクトチームの会議が

行われた直後に先生方の方にもファックスで

お送りさせていただいた内容と同じでござい

ます。

、 、次に 団体の状況についてでございますが

ここには５つの団体について記載させていた

だいております。

まず、芦北の会でございますけれども、与

党プロジェクトチームからの提示案に対し

て、10月21日に役員会を開催されまして、受

。 、け入れすることを決定されております 今後

制度の具体案等が示されてから総会を開催

し、正式に受諾の意向を表明されるという模

様でございます。

次に、出水の会でございますが、与党プロ

ジェクトチームからの提示案に対しまして、

10月27日に役員会を開催されまして、一時金

と手当てについては受け入れるということ

で、それが決められました。ただ、団体加算

金と救済対象者の診断方法であるとかあるい

は判定方法につきまして、与党プロジェクト

チームと交渉を継続するということで会長に

一任を取りつけられまして、そのようなこと

が決定された模様でございます。

それから、獅子島の会でございますが、こ

れは出水の会から独立された会でございます

けれども、与党プロジェクトチームからの提

示案の報道を受けまして、10月22日に役員会

を開催されまして、受け入れすることを決定

。 、 、されております ただし 会員全員の救済と

それから離島手当の支給等を要望されている

模様でございます。

次に、不知火患者会でございますが、これ

は与党プロジェクトチームからの説明がなさ

れるということで、まずそちらの説明をする

ということで、プロジェクトの中でそういう

お話が出ておりましたけれども、現時点にお

きまして与党プロジェクトチームからの説明

がなされたかどうかは確認できておりません

けれども、団体としましては、裁判継続の意

向を表明されているところでございます。

次に、水俣病被害者互助会でございます。

これも不知火患者会と同様でございまして、

裁判継続の意向を表明されているところでご

ざいます。

以上、御報告を終わりますが、よろしく御

審議のほどをお願い申し上げます。

○西岡勝成委員長 以上で執行部の説明が終

わりました。

これより質疑に入りますが、何かございま

せんか。

○鎌田聡委員 前回の特別委員会のときも申

し上げたんですけれども、私は、95年決着以

降、それから一時金なり療養手当、これがや

っぱり減額されるということには若干――

国、県の責任が最高裁判決で認められた後に

なぜ減額なのかということは申し上げました

けれども、今回こういった形で具体的な金額

も出てまいりました。一時金もそうですけれ
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ども、療養手当１万円ということで、この額

の根拠についてどのような考え方が示された

のか、教えていただきたいと思います。

○谷﨑水俣病保健課長 委員の方からの御質

問でございますけれども、150万円及び１万

円の根拠についてでございますが、これは、

与党プロジェクトチームの会議におきまして

は、その根拠は示されておりません。

私どもとしても、平成７年並みの救済策を

、 、ということで当初申し上げましたが これは

被害者の方々、あるいはそれぞれの声をその

当時お聞きしまして、できるだけ多くの被害

者の方々が納得される救済をしてほしいとい

う願いからそういうことを申し上げたわけで

すが、提案したときも今もその時点との気持

ちは変わっていませんで、多くの被害者の方

々が御理解いただける、御納得いただける内

容であるということで、そのような気持ちで

おります。

そういう中で、今回、先ほど申し上げまし

たように、芦北の会、出水の会、獅子島の会

が、一応この案で納得をされているというと

ころでございます。

○鎌田聡委員 被害者団体が納得をされてい

るということでございますが、まだ納得され

ていない団体もあるわけでありまして、そう

いう意味では、これが、こちらの方に書いて

ありますけれども、いかなる意味でも政治が

取り組む最後の救済策ということにした場

合、非常にやっぱりまた同じような、裁判の

結果次第ではこれまでとってきた対応をまた

繰り返してしまうんじゃないかというような

心配をしています。ですから、やっぱり最低

でも、平成７年の政治決着というのは最低の

ラインじゃなかったかなというふうに思って

いますけれども、こういうことで今後いろい

ろとお話をされていくんでありましょうけれ

ども、非常に難しいんじゃないかなというよ

うな思いを持っております。

それと、今回のやつで――これを申請した

ら認定申請は取り下げんといけないんですよ

ね。

○谷﨑水俣病保健課長 認定申請を取り下げ

るということについては、まだスキーム的に

は明確に決定しているわけではございませ

ん。そういったものも含めて、与党プロジェ

クトチームの中で、今後、手続、制度面につ

きましては決定していかれるものだと思って

おります。

○鎌田聡委員 まだちょっとわからないとい

うことですけれども、認定申請を取り下げて

、 、となりますと やっぱり審査会の体制だとか

非常にこれも5,000人ぐらいが、今、認定審

査待ちという状況の中で、本来の、まあ本来

と言うとあれですけれども、今の認定基準で

も認定される方がこちらに流れ込んでしまっ

て、認定申請を取り下げるというような状況

にはならないように、そこはやっぱりきちん

とそことの兼ね合いというのは、考えていか

なければならないと思いますけれども、その

辺いかがでしょうか。

○谷﨑水俣病保健課長 今回は政治による救

済策ということで進められておりますけれど

も、もともと裁判を考えておられる団体もお

られますし、一方、認定申請を続けて審査会

による審査をお願いしたいというお考えの方

もおられまして、これはそれぞれのお考えで

ございますので、私どもとしては、それぞれ

のお気持ちは尊重したいと思っております。

ただ、今回、政治の方でそういう動きが出

まして、また、実現に近づこうとしておりま

すが、この案について御理解、御納得いただ

ける方がおられれば、我々としても、ぜひそ

、 、ういった方たちに対する情報提供をし また

そういうものに御決定がいただけるような運
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びに持っていければという思いもありまし

て、救済を求めておられる方々の救済の一つ

として、こういうことが実現しつつあるとい

うことを、できるだけ我々としてはお伝えし

ていきたいという気持ちでおります。

○鎌田聡委員 救済策の一つとしてというと

らえ方ならいいと思うんですけれども、これ

がもう最後の決着であって、期限を切ってや

って、それでもう認定申請も取り下げるとい

うことになれば、それはもう選択肢は狭まっ

てくるんですよね。

ですから、当初からいろいろ議論していま

すけれども、部長も、いろいろやっぱり選択

肢がある中での救済ということで言われてい

たと思うんですけれども、こういった期限を

切るやり方をすれば、やっぱりもう、ほかが

ふさがってしまってここしかないというよう

なことになってしまうと思うんですよ。

それと、やっぱり新保健手帳も新たな受け

付けを終了するということですけれども、じ

ゃあ四肢末梢の障害がない方は、今、新保健

。 、手帳で医療費が出ているんですよね そこが

もうすべてランクといいますか、四肢末梢が

なければもう医療費が出せないというような

ことになってしまうと、そこも少し、まあ軽

い症状の方も救われなくなってしまうんじゃ

ないでしょうか。

○谷﨑水俣病保健課長 現在、認定申請をさ

れている方々については、治研手帳で医療費

が給付されています。それと、新しい保健手

帳を申請された方々に対しては、交付が決定

され次第、医療費が保健手帳で給付されてお

ります。

今回のこの救済策の内容によりますと、一

定の期日までに認定申請をされている方々、

それから保健手帳の交付を受けている方々を

対象とするということでございますので、あ

る一定のところで、その申請及びその交付を

含めて、その対象者を限定するということに

なるかと思いますが、それまでの間、できる

だけ私ども県としましても、情報提供をしま

して申請をしていただくということで努めな

ければいけないかと思っておりますし、それ

と２ページ目のところでございますが、現に

そういう給付を受けている者に配慮しつつと

いうことが、救済策の中に織り込まれており

ますので、そういう意味では、現在そういう

手帳で医療費の給付を受けていらっしゃる方

々に対して、最大限の配慮をするということ

が読み取れるのではないかなと、そういうふ

うに考えております。

○鎌田聡委員 まだ少しそういった含みが残

っているかもしれませんけれども、私がとら

えた今回の救済策というのは、もう本当に新

救済策がすべてなんだというふうに、この辺

は認定申請ももうなしと、新保健手帳の部分

もなしと、上下が削られたような感じにとら

えられるんですよね。そういった考えでしょ

う。

○村田環境生活部長 仕組みとしては、公健

法の認定申請は、これは消し去ることはでき

ないわけですので、申請を選択される方は、

公健法の手続の中で進んでいく道はあると思

います。あるいは、裁判の方も、これは裁判

されることはそれぞれの個々人の権利でござ

いますので、一部、既におっしゃっています

ように、救済策に乗らないで裁判を継続する

という方々についても、そういう意味では、

今後どうなるかというのは、今最大の関心事

になっているところであります。

今回の救済策の中で、今、鎌田委員の方か

ら御質問があっておりますが、若干、我々執

行部としてもお答えづらいところが、少しま

だ詰まっていない部分があるということで、

今、課長も、ちょっとそこはファジーにしな

がらお答えをした部分があるんですが、そう
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いった疑問点について、今後ある程度明らか

になる、あるいはＰＴの中で議論があってい

くものだと思っております。

今、一部新聞報道等でいろんな状況で出て

おりますが、あれは、ああいうことで決まっ

た状態で議論はあっておりませんので、ＰＴ

の中で、今後どういうふうに推移していくの

か、あるいはどういう議論がなされるのか、

それが非常に我々としては今注視していかな

ければならないことかなというふうに思って

おります。

だから、いろんな意味での選択という意味

では、現実的にはいろんな選択肢が逆に混在

している状況になっているということだろう

と思っております。

○鎌田聡委員 選択肢が今は混在していて

も、これの政治決着をこっちの今回の事業で

いけば、多分認定申請は取り下げるという話

に今までの経過からなると思うんですよ。で

すから、やっぱりそこはそこできちんとでき

るような対応を求めていっていただきたい

し、それとあわせて、認定申請をしても、今

までのようにあんまりさばけとらぬというよ

うな状況の中じゃ、もう早うそれなら政治決

着の方に行こうというような考え方の人もい

らっしゃると思うんですよね。だから、そこ

の体制づくりというのもあわせてやっていた

だくように要望しておきます。

以上です。

○西岡勝成委員長 要望でいいですか。

○鎌田聡委員 はい。

○西岡勝成委員長 ほかに。

○平野みどり委員 鎌田委員の質問に継続す

るような形なんですけれども、全く鎌田委員

の指摘どおりだというふうに思いますが、財

政的な部分についてちょっとお伺いいたしま

す。

新保健手帳のときは、国と県の負担割合が

８対２ということですが、今後、国と県の負

担割合、新救済策に向けてはどんなふうにな

るのか。

、 、それと 今回の公的診断によるという形で

民間の診断ではなく公的診断でということに

なりますと、そこら辺の医師の確保、そこら

辺を具体的に国とどのように詰めていかれる

見通しなのか、お伺いいたします。

○谷﨑水俣病保健課長 今、２点御質問がご

ざいましたので、負担割合についてまずお話

しいたします。

従来ですと、負担割合については、こうい

う財源問題というのは、国と県が１対１、５

対５という話になっております。私どもの方

からは、与党プロジェクトの方に対して、委

員長の方からも、あるいは先般出席しました

知事の方からも、財源問題については非常に

厳しいということは申し上げてきています。

それについては、園田座長の方からも、私ど

も当県の財政状況を御理解いただいていまし

て、財政負担については、できるだけ地方公

共団体の負担にならないような軽減措置とい

うのを配慮するということもお話をいただい

ていまして、これは結論はまだ出ておりませ

んけれども、前回、新保健手帳再開に合わせ

て、８対２という割合が出されたところでご

ざいますけれども、我々としては、そういう

ところを希望しながら、園田座長の方にもそ

ういう働きかけをさせていただいているとこ

ろではございます。

それから、公的診断の件でございます。

委員の方の御心配のとおりでございまして、

医師の確保というのが、一番今我々としても

懸念しております。といいますのが、先ほど

鎌田委員の方からもありましたけれども、体

制の整備ということで、実際、その検診に当
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たる医師の確保というのに、今苦慮をいたし

ております。そういう意味で、改めてこの公

的診断がなされるときの医師の確保というの

が本当に焦眉の急の状況でございまして、こ

れについては、与党ＰＴの中では、環境省に

対応させるというお話があっておりました。

ただ、現地の問題として、我々としても、

それについてそれなりの連携をとっていかな

いといけない部分がありますので、医師の確

保について、今、本当に悩ましい問題等抱え

ております。

以上でございます。

○平野みどり委員 負担割合の件ですが、８

対２以上に熊本県の部分が軽減される形では

あり得ないということと認識した方がいいん

でしょうか。

○谷﨑水俣病保健課長 具体的にはそれ以上

の話は何もいたしておりませんけれども、私

どもとしては、これまでのところ、今申し上

げましたように、８対２という話をさせてい

ただいたところでございます。

○西岡勝成委員長 ほかにございませんか。

○前川收副委員長 さっき鎌田先生の方か

ら、一時金の額についての議論が少しありま

したから、私の方からもお話しさせてもらい

たいと思っていますけれども、基本的に、委

員長と私は与党ＰＴの空気を知っている人間

であります。委員会の中においては、今回の

政治的なさらなる解決、救済策について、95

年の経緯を踏まえて考えていけば、否定的な

話というのは、率直に委員会の中にもあった

ということは事実であります。

そういった中で、関係者、とりわけ園田座

長に本当に努力をいただきながら、今回のこ

ういう策を決定――与党ＰＴとしては、まだ

骨組みだけですけれども、決定をいただいた

経緯があったわけでありますが、そういった

中で、一時金の問題という部分について、15

0万円の根拠は何ですかという御質問があっ

たようでありますが、そのことを議論する前

に、じゃあ95年当時の260万円の根拠は何だ

ったんだということを、やっぱり我々はわか

っとかなきゃいかぬのだろうと思います。

当時の260万円との対比の中だけで、今回

の解決策の一時金の額というのが論じられる

のは、非常に私はおかしな話、危険性がある

というふうに思っていますので、部長か水俣

病保健課長でも結構ですけれども、260万円

のときの根拠になっただろうと想像できるも

の、厳格に、明確に明文化されてはいなかっ

たと思いますが、そういった部分について、

もう一回教えていただければと思います。

○谷﨑水俣病保健課長 これは確かに、今、

副委員長がおっしゃいましたように、明文化

したものはないと思いますけれども、当時―

―裁判がいろいろ行われておりましたけれど

も、その裁判の平均的な判決額、確定額に対

して、今回も一時金、それから、手当て、医

療費といったスキームがありますが、御存命

の期間の医療費、それから手当て、これを計

算いたしました分を判決額から控除して、前

回の260万円という数字が出たやに聞いてお

ります。

○前川收副委員長 という背景があったとい

うことから考えれば、現在の位置というんで

すか、当時あった、もう何十年と続いてきた

裁判とか、そういった闘争がずっと続いてき

たということの背景の260万円と、今回最高

裁判決が出た後にこういった話ががっと出て

きたという部分との、やっぱり背景の違いと

いうのは、私は基本的にはあるものだという

ふうに認識をしとくべきだというふうに思っ

ています。

以上です。
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○西岡勝成委員長 意見でよございますか。

○前川收副委員長 はい、意見でいいです。

○西岡勝成委員長 ほかにございませんか。

○岩中伸司委員 委員長、副委員長は、今、

前川副委員長がおっしゃったように、与党Ｐ

Ｔの内容も、内容というか雰囲気も非常につ

かんでいらっしゃると思うんですが、ここに

示された案、これは全く最終案で、今執行部

からの説明もいただいたのですが、この一時

金の金額150万円を頂点としていろんな項目

までわたっていますけれども、これは最終的

にこれでいくという、まあコンクリート化さ

れた内容になるという認識をしていいんです

か。

○西岡勝成委員長 これは、与党ＰＴで、要

するに、金額も150万円の一時金と療養手当

１万円という額も示されておりますので、こ

の額が基本的な線だと我々は認識いたしてお

ります。

、 、○岩中伸司委員 それでいけば 中身的には

やっぱり、今後は医療手帳の問題は、制度を

これはもう少し柔軟にというようなことで説

明されていて、必要な見直しを行うというこ

とになっていますけれども、そんなところぐ

らいで、あとは大きくはこの枠は変わらない

ということで進められていくというふうに思

いますけれども、これは先ほど団体の状況で

説明をいただいたのですが、不知火患者会、

さらには水俣病被害者互助会、ここに対して

の説明はまだなされていないという現状です

けれども、この辺の経過は詳しくどなたか御

存じないですか。

○谷﨑水俣病保健課長 まず、不知火患者会

につきましては、確かに裁判をやっておられ

、 、ますので これについては園田座長の方から

与党プロジェクトの会議の折に、私の方から

直接当たっていると、また、今後も当たりた

いということでお話がありました。

その状況を我々としても、先ほど部長が発

言いたしましたように、推移を見守っていっ

て、その後私どもの方から、それぞれの団体

に対する働きかけができる時期に、また我々

としてもそういった働きかけをさせていただ

きたいというふうに考えておりますけれど

も、今のところ、与党プロジェクトの座長で

ある園田座長と、それから環境省の方で当た

っていくということを伺っております。

○岩中伸司委員 そうすると、まだその状況

を見ながら説明会をしていくというか、説明

をして、この案でどうなのかという判断をし

ていただくような動きになるということです

ので、これはちょっと時期的には早急な形に

なるんですか。

○谷﨑水俣病保健課長 座長の方からは、で

きるだけ速やかに対応したいという御意向と

いうふうに私どもとしては受け取っておりま

す。

○岩中伸司委員 それはやっぱり速やかに進

めていただいて、この内容について、恐らく

もう報道でそれぞれの会に所属されている方

は御存じだとは思いますけれども、その独自

の、まあ不知火患者会は患者会で意見集約等

々もされて、裁判の問題と並行しながら判断

がされていくものというふうに思いますけれ

ども、大変困難な問題、この一時金の金額、

その他の問題についても、与党ＰＴで出され

はしたものの、全体的なものは見えてないん

ですよね。総額が幾らぐらいになるのか、そ

して、それをどう解決していくのかというこ

とについては全く白紙状態ですか。
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○谷﨑水俣病保健課長 まず、総額の件につ

きまして申し上げますと、確かに救済を求め

ておられる方々、今、認定申請をされている

方と保健手帳を交付されている方々はわかっ

ておりますけれども、それ以外の方々で、新

たにそういう認定申請をされてこられる方あ

るいは保健手帳の交付申請をされておられる

方々、今後どのぐらい出てこられるかはちょ

っとわかりませんので、そこはちょっと推計

ではなかなかできないところがございまし

て、恐らく総額的なものもまだ出てこないと

ころがあると思います。

それと、そういった制度設計というんです

か、要するに、手続面も含めまして制度をど

ういうふうにしていくかということについて

、 、 、は 今 委員の方から御指摘があったように

まだ与党ＰＴの中で何も決まっておりません

し、今、新聞報道等でいろいろ動きは出てお

りますけれども、これはまだ決定の段階では

なくて、今、途中経過としていろんな意見聴

取がなされているという状況だと思っており

ます。

○岩中伸司委員 やっぱりこの問題の根本的

なところは、最高裁判決で国、県の責任が明

らかになったというようなことも含めてある

わけですので、財政の問題は、確かに国も県

も大変な状況だとは思うんですが、そのこと

は強調されていかなければならないけれど

も、やっぱり最高裁判決を受けた県、国の対

応というのが問われてくると思うんですね。

そこでそれぞれの該当者の方々は判断をされ

るというように思いますので、そんなところ

でやっぱり丁寧に、患者が納得いくような―

―だから、今の状況を見ても、私は、最終的

に最後の救済策ということで与党ＰＴは出さ

、 、れていますが やっぱり95年と同じような形

全く同じじゃないけれども、そういうことを

引きずっていかざるを得ない結果になるのか

なということを心配するんですね。

ですから、やっぱりきちんとそこら辺は、

それぞれの患者の会の人たちに説明や納得い

くような対応策、柔軟な対応策を考えていっ

てほしいし、その努力を、県としてもやっぱ

り国にきちっと伝えていただきたいというふ

うに要望しておきます。

○中原隆博委員 ３年前に関西訴訟判決が出

、 、 、まして 原因企業チッソさんが４分の３ 国

県がそれぞれ４分の１という中で、この金額

の150万円を一時金としてということに対し

て、非常に現時点で私が感じておりますこと

は、チッソも非常にかたくなな態度じゃない

。 、かと思うんですよね その打開策なくしては

この解決の糸口というのがなかなか見出せな

い状況にあるんじゃないかというふうに思う

んです。

だから、これはこれとして、チッソに対し

ての対応とか、その辺の間口をどのような形

で、今、とらえようとなさっているのか、そ

の辺をちょっと詳しく教えていただくならば

と思いますけれども。

○谷﨑水俣病保健課長 今、中原委員からの

御質問がありまして、どのような答えをすれ

ばいいかというのは、非常に私どもも戸惑い

がありますけれども、確かに原因企業である

チッソ社の理解、協力なしにはこの問題の解

決は一歩も進みませんので、そういう意味で

園田座長の方からも、チッソ社に対する働き

かけは、みずから主になってやっていくとい

うことはおっしゃっております。

ただ、そういう状況が、今どのような状況

になっているかというのは、座長の方から詳

細な話は受けておりませんけれども、今の状

況でいきますと、チッソ社の方から御理解を

いただけるような内容の御返事をいただいて

いるということではないようでございます。

済みません、その程度の情報しかちょっと我
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々としてもつかんでおりません。

○中原隆博委員 あわせて、部長。

○村田環境生活部長 お手元にプロジェクト

チームで配付された資料の１枚紙があろうか

と思いますけれども、この裏側の一番最後の

ところに、７、今後の取り運びというくだり

がございまして、この(2)に、費用負担につ

いて、原因企業の合意を求めていくとともに

ということがあります。これは一つの大きな

今後の課題であります。

その(1)の方も大きな課題でありますが、

チッソの方に対して、ここまで与党ＰＴとし

て踏み込まれた、あるいは大枠が示された状

態だろうと思いますが、この状態をチッソに

、 、 、対して理解を 合意を求めるような形で 今

園田座長を初め努力をされているという認識

でおりまして、今後の中で、これも私ども、

去年からの動きの中で、このチッソの方の動

きがどうなるかというのは、大きなポイント

として見きわめていかなければならないとい

うふうには思っております。

○大西一史委員 今、いろいろとお話があっ

て、私も議論を聞いていまして、なかなか本

当にこれは、与党ＰＴの方でも相当苦労をさ

れておるということは、私も相当いろんな場

面で、まあ園田座長、直接いろいろ苦労して

いる話も正直言って聞いておりますけれど

も、ただ、そういう中にあって、やっぱり先

ほどいろんな基本的な考え方が出た後のいろ

んな報道が、実はもうあっている話も先ほど

少し、保健手帳あたりの話も出ていましたけ

れども、きょうの新聞でも、こうやって政府

が分断を図るというような、あくまでもこう

やって分断を図っているようなイメージが非

常に、まあ悪いイメージというのが出ている

と。これは団体の方に動揺が広がっていると

いうことになるのではないかなというふうに

思うんですが、こういう環境省の姿勢である

とか国の姿勢であるとかということに対し

て、そこに対してコメントをどうこうという

ことではありませんけれども、全体的なこれ

までの動きの中で、はっきり言えば、この基

本的な考え方が出てくるまで、我々も何とも

動きようがなかったというところが、正直言

って熊本県議会の方でも、県の方もなかった

というのが正直なところだろうというふうに

思いますが、まだ今のお話、ずっと議論をい

、 、ろいろ聞いていると 知事が与党ＰＴの中で

地元で努力をする覚悟を持っていますという

ような話をされたというような報告がありま

したけれども、何を県としてやっていけばい

いのかというところに関しては、非常にまだ

難しいところがあるんじゃないかなというふ

うに思うんですよね。

実際に、チッソへの対応も、与党ＰＴある

いは座長の動き次第、そしてまた、不知火患

者会あるいは水俣病被害者互助会であると

か、そういう裁判によっているところに対し

ても、ある意味では座長なり何なりが接触を

しなければならない、この辺のやっぱり役割

といいますか、国、県のそれぞれの役割とい

いますか、こういう報道がなされて動揺が広

がっていって、本当は一人でも多くの方にや

っぱり理解をしていただくような姿勢という

のが見えなければいけないのに、今報道を見

ている限りでは、どんどんどんどん何か不信

感の方が高まっていっているような状況に私

は何か行っているような気がして、非常に心

配をするわけです。

この問題を根本的に解決しようという中

で、やっぱりそういった全体的な動きという

のが、一時金の話も、この150万円が出てく

るまでの間に、50万円と言ったり、100万円

と言ったり、いろんな報道がありました。そ

の中で、やっぱり団体の人たちも、いろんな

揺れ動きがあったんだろうというふうに思い

ますが、今後こういう形で、できるだけベス
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トな方法をとりたいということでのいろんな

揺れ動きなんだろうなというふうには思いま

すけれども、この辺の動きとともに、県の役

割をどのようにやっていけばいいのかと、非

常に雑駁な質問でありますけれども、現段階

で県の方で、これに対してどうやって取り組

、 、んでいくんだという その覚悟といいますか

知事がそうやっておっしゃっているのであれ

ば、どういうふうに思っておられるのか、ち

ょっとお聞かせいただきたいというふうに思

います。

○村田環境生活部長 先ほど見ていただきま

したこの資料の７番目の今後の取り運びの

(1)(2)で、そのところが集約されるわけです

けれども、(2)のチッソにつきましては、そ

の財政支援システムも含めまして、いわゆる

私どもからお話をするにも、ある意味でしよ

うがないと申しますか、そこは平成７年のと

きも大きな財政支援システムが組まれた上で

一時金の支払いが実行されたわけですので、

そこらあたりは、今、国あるいは与党ＰＴの

動きにお任せをするしかないかなというふう

に思っております。

問題は(1)でございます。(1)を見ていただ

きますと、全面的解決に向かうため、係争中

の者を含め、理解を最大限得るように努める

というくだりがございます。

それで、今大きくグルーピングしますと、

政治決着の方に期待を寄せていらっしゃるグ

ループが１つあります。それから、裁判をさ

れていらっしゃる方がいらっしゃる。まだ手

を挙げていらっしゃらない方がもう１つある

のかなと思うんですが、その際、今、その大

きな方向に、政治決着に向いていらっしゃる

方が出水の会、芦北の会、獅子島の会という

、 、形で動いてきて その中でも特に出水の会が

幾つかのまだ条件をお出しになってお話をさ

れていると。

今後、こういう形についてどういうふうに

いくのかというのは、我々も、その団体に常

に接触しながら、状況の確認、それから着実

な与党ＰＴなり国の論議の状況説明をやるこ

とがまず非常に重要かなということで、常日

ごろできるだけの接触を図ることにいたして

おります。

それからもう一つは、残りの２つのグルー

ピングになりますけれども、裁判をされてい

らっしゃる方、あるいはまだ保健手帳も申請

されていらっしゃらない方がいらっしゃるか

と思いますけれども、こういう方々には、的

確な今の情報の伝達、今、大西委員が言われ

たとおりのことをお伝えするのが、まずは県

の最大の役割だと思っております。

、 、ただ 今裁判をやっていらっしゃる方々は

逆に司法救済を求めてということで、相当そ

の動きを加速されておられますので、その裁

判に向けた動きについて、我々が、言葉で言

うとちょっと荒っぽいですけれども、切り崩

しというようになるようなことは私たちはで

きないわけですので、いわゆる広く今の状況

を御説明しながら、裁判をやっていらっしゃ

る方々にも、今の救済策がこうなんだと、今

後状況的にこうなるということは御理解いた

だいた上で、それぞれの裁判をやられていら

っしゃる方が、今後どうされるのか、あるい

は手を挙げていない方が、先ほどお話もあっ

たように、認定申請に向かわれるのか、裁判

に向かわれるのか、あるいは救済策に向かわ

れるのか、そういったいろんな道筋の中で御

判断ができるようなことをやっていかなけれ

ばならないと思っております。

その中で、私どもが、この(1)の中で求め

られているのは、実は、正副委員長はもう肌

身で感じていらっしゃいますけれども、最終

的、全面的救済が条件であるという相当強い

御意見がございます。全面的というのは、極

論しますと、裁判をやっていらっしゃる方が

ゼロになることだということの議論に行くわ

けですけれども、そのゼロという形について
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は、それは今の現代社会の中において、そう

いうことが果たしてあり得るかなということ

は私ども思いますけれども、ただ、このＰＴ

の方向が全面的という方向性を持って動いて

いることは確かでございますので、今度の救

済策の方向に向かって、多くの方々の最大限

の理解を得るような努力をやるというのが、

地元県の役割かなというふうに思っておりま

して、今後、いかなる手段あるいは相談窓口

とか、いろんな手段があろうかと思いますけ

れども、そういう場でいろんな御説明をする

なり、状況を御判断いただくような材料を提

供するなりしていかなければならないと思っ

ております。

ただ、先ほど岩中委員からも御質問があり

ましたけれども、今のところ大枠が決められ

たということであって、詳細部分については

まだ今後のＰＴの議論に待つところもござい

ますので、それが今の状態では、ある意味で

は中途半端な状況が不安を招かないような形

でどうやって動くかなというのが、今私一番

心配をしておることでございまして、例えば

きょうの報道でも、ある一つの環境省の行動

がさも決まったような形で世に伝わっていく

のがどういう不安を起こすのか、まさに分断

だというふうな動きでとらえられることは非

常にまずいと思いますし、私どもは、できる

だけそこらあたりの不安解消をするのも私た

ちの役目だと思っておりますので、そういう

意味で、今後一生懸命そういうものを、今、

大西委員御指摘のような気持ちでやっていき

たいというふうに考えております。

○大西一史委員 今、部長も、いろいろなか

なか苦しい状況の中で御答弁をいただいたと

、 、いうふうに思いますが 非常にそういう報道

いろんな――まだ決まっていないことに関し

て、いろんな憶測も含めて、当然取材も含め

たところでのいろんな動きというのも、当然

いろいろとばらばらと出てきているんだろう

というふうに思いますが、とにかく私たちも

含めて、国もそうでしょうけれども、やっぱ

り一人でも多くの患者なり被害者の人たちを

救うんだということでの目的は１つなんだと

いうふうに思います。

その中で、先ほど委員長、副委員長からお

、 、 、話があったように しかし とは言いながら

国の方、特にＰＴの中でもそうでしょうけれ

ども、やはり空気感といいますか、随分認識

として違うと。やっぱり水俣病はもう終わっ

た話じゃないかというぐらいの話で、まだ解

決してないのかというような空気が一方では

まだまだ残っていると。だから、このギャッ

プが、どうしてもこういういろんな報道と、

それから、ある意味では、何というのかな、

現場でのいろんな動揺にやっぱり私はつなが

っていっていると。

そういう意味では、その辺を解消するため

に、県として、先ほど部長がおっしゃったよ

うに、やっぱり情報を適宜きちんとしたオフ

ィシャルな形でアナウンスメントをしていく

と。まだこれは決まっていない話なんだけれ

ども、こういう形で今議論がなされていると

か、きちっと整理をして、やはり団体それぞ

れの皆さんに伝えていく必要が私はあろうか

と思います。

そうでなければ、なかなか選択肢がいろい

ろあるという中で、やっぱりあらぬ誤解を与

えて、私たちができるだけ解決をしようとい

うことで頑張っているということが伝わらな

いというのは、これは非常にまずいと思いま

すし、逆に言えば、改めなければならない点

があるとすれば、それは逆に県が前線に立っ

ていろいろ聞くことによって、与党ＰＴなり

国に対して、それなりの提言なり何なりとい

うことを、やっぱりすべき役割があるのでは

ないかなというふうに思いますので、その点

、 、 、も考えていただきながら 今後 県としては

動きは非常に難しいのはよく承知をしており

ますけれども、頑張っていただきたいという
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ふうに思っております。

以上です。

○西岡勝成委員長 私からも少しつけ加えさ

せていただきたいと思いますけれども、要す

るに、一時金150万円、療養手当１万円とい

う基本的な額が示されておりますけれども、

詳細についてはまだ、要するに救済を求めて

おられる団体等々と折衝をしながら、希望を

聞きながらされているのが現状であろうと思

います。

この中で、我々がやたら憶測をして、その

範疇で話をしてしまいますと、またいろいろ

な問題が出ますので、一応与党ＰＴの方も、

各団体と折衝しながら、意見を聞きながら、

要望を聞きながらやっておられる現状をまず

認識をしていただいておきたいと思います。

○氷室雄一郎委員 いろんな細かい論議が行

われましたけれども、基本的な考え方の大枠

は示されておりまして、この基本的な大枠に

対しては評価をするといいますか、そういう

団体もありますし、また、団体による温度差

というのが、一番懸念される部分であります

ので、こういうある程度の御理解をいただい

た団体をもとに、今後理解を得られていない

団体との交渉をされるということについて、

まあ分断という言葉が出ましたけれども、新

たな混乱または不公平感が出ないように、や

っぱり県の立場は立場として慎重に、御理解

いただいていない団体に対する粘り強い御説

明が必要ではないかと、先ほど御意見があっ

たとおりでございますけれども、今後のある

程度わかっているスケジュールといいます

か、取り組み方についての流れみたいなもの

がありましたならば、お示し願いたいと。今

後、どのような形で論議を進めていかれるの

、 。かとか 国の方の考え方もありますでしょう

それに基づいて県としては対応されていくん

じゃないかと思いますけれども、わかる範囲

内でお示しをお願いします。

○谷﨑水俣病保健課長 これは特に決まった

わけではございません。与党ＰＴの中でも、

どういうスケジュールでいくということまで

は定まっておりませんが、先ほどから話があ

っておりますように、今後の取り運びの中に

書いております、救済を求める方々の理解を

最大限得るように努めるということで、先ほ

ど部長の方からもありましたように、現に、

今救済を求めておられる方々に対する御理

解、これも本当にそれぞれの会員の方々、そ

れから団体に入っていらっしゃらない方々も

おられますので、そういう方々に対する現在

のこの基本的な考え方の周知、それから、今

後救済を求めてこられる方々、つまり認定申

請をするあるいは保健手帳を申請するという

方々に対する、我々としてもそういう周知を

していかなきゃいけないということもありま

すので、そういったところに最大限の力を注

いでいきたいということで考えております。

それとあわせて、今も新聞等で出ています

けれども、実際これが実現する運びになって

きたときに、じゃあどういう手続で、どうい

うスキームであるかということもまだ本当に

決まっておりませんので、そういったスキー

ムについても、私どもの方からも考え方を環

境省に述べながら、あるいは先ほど委員長か

らもありましたけれども、各団体からの声も

国の方に伝えながら、その制度設計的なもの

もあわせてやっていかなきゃいけないという

、 、ことでございますが それらを今後引き続き

それもしかも早急にやっていかなきゃいけな

いという感じがしておりまして、スケジュー

ル的に、できるだけそういったものを早急に

やっていく、あの手この手で考えながらやっ

ていくということで、今はその程度の感じを

持っております。以上でございます。

○西岡勝成委員長 ほかにございませんか。
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○小杉直委員 今までの報道の中で、この委

員会での説明と違う部分があったり、あるい

は一時金の額についてもいろんな金額の発

表、報道があったりしてきとるわけですが、

そのたびに私は委員の一人として、こういう

ふうな中身になって進んでいるのかなという

ふうに思うわけですが、しかし、委員会で説

明を聞いてみますと、随分違う部分が箇所箇

所にあるわけですね。

だから、大きな社会問題の水俣病でありま

すので、報道の皆さんが重大な関心を持つこ

とはそれはもう当然のことですが、そういう

報道に対しての、取材に対する姿勢、あるい

は執行部の発表というものが、どういうふう

なあり方を平生されておるのか、そこのとこ

ろはどうですか。

○谷﨑水俣病保健課長 ここ２～３日の報道

でも、非常に各社、記事を出しておりますけ

れども、これはそれぞれの記者の取材努力と

いう形でなされてはおりますけれども、公式

に、先ほど言いましたように、いろんな意味

での制度設計について決まっていない状況の

中で、そのあたりを、まあ団体の気持ちあた

りを酌んで報道されているという状況、小杉

委員がお話になりましたように、我々もその

新聞報道を見て、ある意味ちょっと緊張しな

きゃいけないところもありまして、詳細に我

々がつかんでいるものと、それからマスコミ

各社の取材努力でそれを得られたものと確か

にありますけれども、どこまでが固まってい

るものであるかということについては、我々

もきちっと環境省と連携をとって、その情報

も得ながらやっていきたいと。

そういう意味では、本日のこの機会に、情

報としては、先ほど言いました制度設計的な

ものはまだ不確定であるということをお話し

できたのはよかったかと思っておりますが、

今後、新聞報道等も当然先生方は毎日見られ

る状況ではございますけれども、私どもの方

からも、情報が入り次第、固まっていったも

のについては情報をできるだけ的確に先生方

の方にお伝えしていきたいと、そういうふう

な気持ちでおります。

○小杉直委員 我々が忘れちゃならないの

は、報道も我々も、あるいは患者の皆さんも

一緒ですばってん、やっぱり世界の公害の原

点とか、あるいは大きな環境問題であるとい

うようなことで、重大な社会問題であるわけ

ですね。しかし、一方では、やっぱり個々の

関係者の命にかかわる問題、あるいは体にか

かわる問題、健康にかかわる問題、人命、人

生にかかわる問題ですから、非常にこのこと

については微妙な部分、それから、さっき大

西委員もおっしゃいましたが、一喜一憂する

揺らぐ部分がたくさんあるわけですね。

ですから、報道の自由は自由で、それを制

限するということの考え方は持ちませんけれ

ども、もっとそういう人命にかかわる部分が

大きな課題として横たわっているんだという

ことの理解を求めて、できるだけ慎重な、し

かも正確な報道をしていただくように、やっ

ぱり委員長からもあるいは執行部からも報道

の皆さんにはお願いしていただきたいなと。

ややもすると、正直申し上げまして、取材

合戦が先行して、大事な箇所について各社違

う報道がなされる、それを執行部に確認する

と、そういうふうな取材に応じておりません

し、発表もしておりませんということですか

ら、やっぱり今後重大な局面を迎える中で、

繰り返しになりますが、報道の自由を制限す

る気持ちはございませんけれども、やっぱり

社会問題である一方では人命にかかわる大切

な中身ですから、慎重かつ人権を尊重するよ

うな報道のあり方についてお願いをしていた

だきたいなというように、委員長と執行部の

部長にお願いしたいと思いますが、いかがで

すか。
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○西岡勝成委員長 まず、部長から。

○村田環境生活部長 この水俣病に関して

も、つい最近でも、報道では最初に50万円と

いう数字が出て、100万円を軸にという数字

が出て、150万円という数字。確かにその際

に、これは報道、例えば書きぶり、特に見出

しあたりでほとんど確定的な形で書かれた

り、読む側の問題としてもそういうふうに読

んでしまう。例えば、ある場面で、まだ決ま

ってはいないのですが、こういうことについ

て、その前段が省略されて、後ろのところが

そのまま出てしまうというようなことは、あ

る意味、今回の場合でもいろいろあっている

ような感触は持っております。

これは、先ほどの大西委員の御質問にも連

、 、動することですが それが一つの流れの中で

我々当事者としても、先生方にしても、ある

いは一番大事に考えていかなければならない

患者、被害者の皆さん方にとっても、それが

マスコミ媒体を通じる形で、不安なり誤解を

生じるということが起こらないようなことは

もう必要だと思いますし、我々も、そういう

意味でマスコミの皆さん方にいろいろ対応さ

せてもらいたいと思いますし、そういう意味

では詳しいお話もしたいんですが、あながち

文章とか放送の言語になるところは、短縮さ

れて出るパターンが多いものですから、なか

なか思いが伝わっていないといういら立ち感

はありますけれども、今のところは小杉委員

からお話がありましたような姿勢でもって、

今後もできるだけのマスコミの皆さん方への

説明に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

○西岡勝成委員長 私の方からもお答えいた

しますけれども、先ほど大西先生、小杉先生

が言われますように、非常にデリケートな問

題でありますので、マスコミに対して――き

ょうマスコミの方はたくさんいらっしゃって

おりますけれども、我々の口から事前に漏ら

すようなことは絶対いたしておりませんし、

また、私たちの方にも逆に伝わってきていな

いのが現実であります。

報道の方にはいろいろ――文章をよくよく

読みますと、決定されたことじゃないんです

、 、けれども 見出しがどうしても一時金50万円

100万円というような形で出てくるものです

から、内容をよくよく見てみますと決まった

ことではないんですけれども、その辺がデリ

ケートに、今非常に大きな山場を向かえてい

るこの問題についての報道によって、救済を

求めておられる方々が一喜一憂されるという

のは非常に大きな問題でございますので、そ

の辺はマスコミの皆さん方にもお願いをいた

しておきたいと思います。

○岩中伸司委員 大事な問題のようですが、

今までの報道を、確かにいろいろ各紙、ニュ

アンスの違いはあったのですが、事実と違う

報道がなされたというのは、この間水俣病に

関して何かありますか。執行部がつかんでい

る範囲では。記事そのものが、これは違うん

だというようなことはあったのですか。

○村田環境生活部長 具体的に申し上げると

いろいろ支障もあるかと思いますが、私ども

が見て、こんなはずはないがなと思わせる節

の記事があったのは確かでございます。

ただ、それは私どもとしても確かめようも

ありませんし、そういう中では――今のとこ

ろはもうそういう思いの中で、逆にいろんな

場面で、そういうことはありませんというこ

とで取り消したりするような動きになるわけ

ですが、逆に、そういう全く根拠がなくて云

々ということは今まで感じたことはないで

す。ただ、これが原因でこの記事になって、

これはちょっと過去のことだがなと、ひとつ

前の情報だがなというものはございました。
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○岩中伸司委員 基本的には、訂正を求める

ような記事はなかったという理解をしていい

と思うんですが、私も５～６紙とっているん

ですが、全然角度が違うんですね。その新聞

によって、物の見方、考え方の違いだなとい

うようなことを思うんですね。

ですから、本当はやっぱりそういう――ま

あ、どの新聞、それぞれ家庭１つぐらいだろ

うと思うんですが、その記事のやっぱり物の

見方というのを読者がきちっとやっていく、

そういう訓練もしなきゃいかぬなと思うんで

すけれども、今出されて議論されている内容

、 、については これまで水俣病に関する記事で

、 、私も確かに 一時金が20万円から30万円とか

50万円とかという記事がずっと出てきた、こ

れは議論の経過の中で情報をつかんだ、その

情報を記事として出したということだろうと

思うんです。最終的な決定とかじゃなくてで

すね。だから、これはやっぱり今後もあり得

るというふうに思うんですね。

ですから、そこら辺は、委員長からの今話

があったのも含めてあるかもしれませんけれ

ども、それぞれの報道の自由というか、いろ

んな取材の中身、足を運んでそれぞれ１軒ず

つ回った話とその責任者の話というのは違う

ことも往々にしてあるし、どれを記事にする

、 、かはその新聞社の問題ですので その判断は

特に間違いがあるときにはやっぱり訂正を含

めて対応しなけりゃいけないけれども、そう

じゃない場合は、それがやっぱり飛び回って

いくというのは、これは今の現状ではやむを

得ないというふうに私は思います。

○小杉直委員 今の岩中先生に反論というわ

、 、けじゃなかですけれども 私の考え方ですが

テレビ局を含めて各社の報道が違うというこ

とはそれなりで、報道の自由の自主性ですか

ら構わないと思いますよ。もう言論の統一と

か、そういうことをする時代ではございませ

んから。

ただ、やっぱりあたかももうＰＴが発表し

たようなニュアンス、あるいは発表していな

くても、そのように内容は決まっているんだ

というふうなニュアンスの見出し的な金額の

出し方とか、そうすると、我々委員であって

も、あっ、決まったのかと、こういうふうに

やっぱりつい思うぐらいですから、これを一

般県民とか、あるいは患者さんを含めて関係

者が見た場合に、我々以上にその報道に対す

る記事の食いつき方というのは、敏感な部分

が多いんじゃなかろうかというように思いま

すので、そういうところを慎重にいろいろ考

えてほしいなと。

というのが、ややもすれば、さっき申しま

したように、公害の原点だとか、大きな社会

問題の水俣病だという観念だけでとらえてい

くだけじゃなくて、根底にはやっぱり関係者

の命とか、健康とか、あるいは人命の根幹に

かかわる問題だから、そこのところの大事な

部分を忘れずに、我々はあるいは報道も含め

て推進していくことが必要じゃなかろうかと

いうことを言いたかったわけでございますの

で、よろしくお願いします。

○西岡勝成委員長 新聞を見られるときに

は、一番最後まできちっと読まれて、どこで

ぼかしてあるかということも含めて御一読い

ただきたいと思います。

ほかにございませんか。

○吉永和世委員 今、全面解決に向けて大変

御尽力いただいてまいりましたし、また今後

も御尽力いただくわけでありますけれども、

今後県の果たす役割というのが、私は非常に

大事であるというふうに思っています。

そういった意味で、今裁判に行っていらっ

しゃる方々、お一人お一人への理解を求めて

いくという活動に関しまして、私は、やはり

県の果たす役割が大変大きいだろうというふ
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うに思っていますし、また、ある意味、原因

企業チッソに対しての合意を求めていくとい

う上においても、私は最終最後は県の考え方

というのは大きいだろうなというふうに思っ

ていますけれども、そういった意味で今後大

変また御尽力いただくわけでありますので、

ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思

います。

地域は、平成７年で最後だと、もう解決し

。 、たんだという思いが強うございます しかし

最高裁判決からまたこういった流れができた

わけでありますけれども、ぜひ解決に向けて

御尽力をいただきたいというふうに思いま

す。

先ほど、村田部長の答弁を聞いておりまし

、 、て 非常に力強い答弁をいただきましたので

その点はもう理解しておりますけれども、あ

とは関係各位の方々も一緒に頑張っていただ

きますようにお願いします。

また、地元は地元で、できることは一生懸

命やっていきたいというふうに思いますの

で、どうかまた今後ともいろいろ意見交換も

しながらやっていければというふうに思って

いますので、よろしくお願いします。

御要望にかえます。

○西岡勝成委員長 ほかはございませんか。

（｢はい」と呼ぶ者あり)

○西岡勝成委員長 ないようであれば、これ

で質疑を終了いたします。

最後に、私からも、きょうの委員会の御議

論をお聞きして整理をしておきたいと思いま

すけれども、第１回のこの委員会であったろ

うと思いますが、前川副委員長の方から、救

済を求めておられる、政治決着を求めておら

れる団体、また、裁判に行かれている団体の

方々、それぞれいらっしゃいますけれども、

それを救済するために、全面解決がこの委員

会の最終的な目的であるけれども、そこまで

いかなくても、それにいくように我々委員会

としては、全面解決により近く努力していく

んだという御発言があっております。

裁判というのはだれでも行けるわけでござ

いますので、多くの方々に御理解をいただく

ように、この委員会といたしましても、今、

基本的な救済策が示されておりますけれど

も、それに基づいて努力を重ねてまいりたい

と思いますので、その辺の確認はさせていた

だきたいと思います。

そのほか、何かございませんか。――あり

ませんでしたら、これで本日の委員会を閉会

。 。させていただきます お疲れでございました

午前11時14分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

水俣病対策特別委員会委員長


